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平成22年７月21日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・口蹄疫対策に係る環境森林部の主な取組につ

いて

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・梅雨前線豪雨による被害状況及び被害箇所の

復旧について

・梅雨前線集中豪雨による農業関係被害につい

て

・口蹄疫に係るスケジュール等について

出席委員（８人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 権 藤 梅 義

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 髙 橋 透

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

環境森林部次長
豊 島 美 敏（ 総 括 ）

環境森林部次長
黒 木 由 典

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
金 丸 政 保環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 佐 藤 浩 一

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 整 備 課 長 河 野 憲 二

山村・木材振興課長 徳 永 三 夫

み や ざ き ス ギ
小 林 重 善活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 水 垂 信 一

農政水産部

農 政 水 産 部 長 髙 島 俊 一

農政水産部次長
緒 方 哲（ 総 括 ）

農政水産部次長
押 川 延 夫（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
関 屋 朝 裕（ 水 産 担 当 ）

農政水産部参事
永 山 英 也（口蹄疫対策担当）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

ブ ラ ン ド ・
加勇田 誠流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 井 上 裕 一

消費安全企画監 工 藤 明 也

農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策監 岩 﨑 充 祐

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

国営事業対策監 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

工 事 検 査 監 溝 口 博 敏
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水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

漁港漁場整備課長 山 田 卓 郎

漁港整備対策監 永 野 広

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 服 部 修 一

畜 産 試 験 場 長 紺 家 久 資

水 産 試 験 場 長 那 須 司

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

○十屋委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への報告事項について説明をお願い

いたします。なお、委員の質疑は執行部の説明

がすべて終了した後にお願いいたします。

○吉瀬環境森林部長 環境森林部でございます。

よろしくお願いします。

それでは、座って説明させていただきます。

まず初めに、口蹄疫についてでございますが、

７月18日には、川南町を中心とする児湯地域の

移動制限及び搬出制限が解除されまして、順調

にいけば今月の27日には県下全域で制限を解除

できる見込みであります。一方で、今回の口蹄

疫によりまして本県のあらゆる分野に大きな影

響が及んでおるところでございまして、環境対

策や経済活動の停滞、あるいは雇用・生活の不

安など、さまざまな課題が生じておるところで

ございます。環境森林部といたしましても、一

日も早い口蹄疫の終息と本県の再生・復興のた

め、職員が一丸となって全力で取り組んでまい

りたいと考えておりますので、今後とも環境農

林水産常任委員会の皆様の御理解と御支援を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、お手元に配付しております環境農

林水産常任委員会資料の表紙をごらんいただき

たいと思います。

本日は、６月の常任委員会において御報告し

ました以降の口蹄疫対策に係る環境森林部の主

な取り組みについてと、最近のエコクリーンプ

ラザみやざきの問題について、さらには、６月

中旬から豪雨が続いておりましたけれども、そ

れの被害状況及び被害箇所の復旧等についての

３件を御報告いたします。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましてはそれぞれの担当課長から御説明申し

上げますので、よろしくお願いいたします。

○金丸環境森林課長 常任委員会資料の１ペー

ジをお願いいたします。口蹄疫対策に係る環境

森林部の主な取り組みにつきまして、６月の常

任委員会以降の状況を御報告申し上げます。

まず、（１）の製材工場等への対応についてで

あります。日向・児湯地区の製材工場等におき

ましては、畜産用の敷料として供給しておりま

すおが粉が取引停止となったことによりまして、

生産調整を余儀なくされるなどの影響が見られ

たところでございます。このため、県では、製
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材工場等の円滑な操業に向け、関係機関と連携

して必要な対策を推進しているところでありま

す。まず、おが粉等の一時的な保管場所として、

日向市に屋内３カ所、屋外２カ所、延べ面積

約9,500平方メートルを確保いたしました。具体

的には、旭化成の倉庫とか、耳川木工団地など

でありまして、無償で保管場所とさせていただ

いたところでございます。また、埋却地へのお

が粉供給を円滑に進めるため、日向・児湯地区

の製材協同組合等３カ所に供給受け付け窓口を

設置し、この受け付け窓口におきまして、各埋

却地に供給するおが粉の必要量の把握あるいは

供給の調整を行ったところでございます。その

結果、表にありますように、埋却地へのおが粉

供給量は、７月12日現在で、３市５町合計

で6,175.5立方メートル、重量に換算いたします

と1,544トンとなっております。また、③にあり

ますように、おが粉等を敷料以外の用途として

活用するため、日向市のリサイクル施設や川南

町の鶏ふん発電施設をあっせんし、約1,300トン

がエネルギー源として利用されております。

これらの取り組みによりまして、製材工場等

の操業について危機的な事態は回避されたとこ

ろでございますが、口蹄疫終息後におきまして

は、埋却地におけるおが粉の需要が大きく減少

することになりますので、引き続き関係機関と

連携し、おが粉の有効利用に努めてまいりたい

と考えております。

次に、（２）の埋却地及び周辺地域の環境対策

についてでございます。埋却地からの悪臭及び

水質への影響が懸念されるため、関係市町、農

政水産部及び福祉保健部と協力して対策を実施

しております。

まず、悪臭につきましては、家畜の埋却後数

日で体液等が地表へ流出し、悪臭の発生が確認

された地点がありました。このため、体液等の

流出防止対策といたしまして、埋却時におが粉

等を使用するとともに、悪臭発生箇所につきま

しては、消石灰の散布や覆土などの対応を行っ

たところでございます。

また、地下水につきましては、現在、埋却地

周辺の井戸の水質調査を行っているところであ

り、調査項目といたしましては、ｐＨ、有機物

等、臭気、カルシウムイオンなど13項目であり

ます。埋却による地下水への影響を確認するた

め、今後３カ月に１回程度継続して調査を実施

することとしており、調査の結果に何らかの異

常が確認された場合には、井戸所有者に対する

指導など適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

③の河川につきましては、消石灰や消毒剤が

仮にそのまま河川に流れたといたしましても、

希釈されるため、影響はないものと考えており

ます。また、現在まで死魚事故等の報告はござ

いません。なお、水質汚濁防止法に基づきまし

て定期的に河川等の水質調査を行っているとこ

ろでございます。

今後も引き続き、関係市町などと連携して適

切に対応してまいりたいと考えております。以

上でございます。

○福田循環社会推進課長 委員会資料の２ペー

ジをごらんください。エコクリーンプラザみや

ざき問題について御報告いたします。

まず、（１）環境整備公社が提訴した業者への

損害賠償請求訴訟についてであります。去る７

月９日に第１回裁判が開かれ、公社と三井住友

建設の代理人の出席のもと、訴状及び答弁書の

陳述が行われました。被告側はいずれも請求の

棄却と訴訟費用の公社負担を求めておりますこ

とから、裁判は全面的な争いとなります。次回
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は９月24日に開催され、請求原因に対する被告

側の認否が行われる予定であります。なお、被

告のうち、所在不明の竹盛工務店につきまして

は、訴状の送達ができなかったため、公示送達

の手続がとられたと聞いております。

次に、（２）の浸出水調整池補強工事の進捗状

況についてであります。右のページ、３ページ

になりますが、「現場便り第15号」をごらんくだ

さい。これまでに、平面図の左側の部分、１―

１水槽と１―２水槽と記載してある区域の底版

コンクリートの打設を完了し、現在、同じく１

―１水槽及び１―２水槽区域の縦げたと、図面

中央になりますが、２水槽と記載してある区域

の底版の鉄筋組み立てを施工中であります。梅

雨時期の作業で工事の進捗に影響が出ていると

聞いておりますが、公社では、安全・安心の確

保のため、品質管理を第一としながら、11月末

の完成を目指して全力を挙げて工事に取り組ん

でいるところであります。なお、６月末時点の

工事進捗率は48.3％となっております。

最後に、（３）の浸出水処理水の下水道放流に

ついてであります。下水道接続に係る実施設計

が６月末に完了しましたことから、公社では年

内着工に向けて法手続に係る具体的な協議を開

始したところであります。以上であります。

○森自然環境課長 常任委員会資料の４ページ

をごらんください。６月17日以降、断続的に続

きました梅雨前線豪雨による被害状況及び被害

箇所の復旧について御報告いたします。

まず、（１）の被害状況でございます。今回の

豪雨では、表の一番下の計の欄にありますとお

り、12市町村、48カ所、７億9,500万円の被害が

発生しております。その内訳といたしましては、

山地災害が７市町村、14カ所、５億4,500万円と

なっておりまして、被害の形態といたしまして

は、山腹崩壊が９カ所、人家裏等の比較的小規

模な崩壊が５カ所となっております。また、そ

の下の林道施設災害におきましては、６市町

村、34カ所、２億5,000万円となっておりまして、

被害の形態といたしましては、林道のり面の崩

壊が多くを占めております。

これらの復旧につきましては、（２）にありま

すように、①の山地災害につきましては、地域

住民の安心・安全を確保する上で特に緊急を要

する箇所から、国とも協議を進めながら、災害

関連緊急治山事業などを活用しながら早期復旧

に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、②の林道施設災害につきましては、林

道施設災害復旧事業により、管理者であります

市町村が復旧することとなっております。９月

までに国の災害査定を受けまして、事業費の決

定後、緊急性の高い箇所から工事着手できるよ

う市町村と協力して取り組んでまいりたいと考

えております。

なお、右の５ページには、主な被害状況とい

たしまして、山腹崩壊、人家裏の崩壊、林道の

り面の崩壊状況などの写真を添付しております。

自然環境課からの報告は以上でございます。

○十屋委員長 ありがとうございます。執行部

の説明が終了いたしました。質疑はございませ

んか。

○権藤委員 これは農政のほうになるのかどう

かわからないんですが、埋却後におがくずを50

センチ敷くという話はこの前ありましたが、木

酢液等については、消毒剤としてある企業が無

償で提供したわけですね。そうしたら、その分

がただならということで、金額換算で約１億ぐ

らいの提供になったというふうに聞いているん

ですが、それが有効なものであれば、事後処理
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のにおいとかそういうもの等を検討してもらっ

て、農水省の指定品目になれば、提供した企業

も事業取引ということで報われる点があるん

じゃないかと。一部聞いておるのは、北浦湾の

ハマチ養殖のへドロ対策等に有効だということ

で使っているというふうに聞いているんです。

そういったものが環境対策として有効かどうか

ということは、これは国が認定するのかどうか

手続については私は十分わからないんですが、

一部聞いているのは、木酢液の効果というのは

あるということを聞いているんです。そこら辺

が事後の環境対策として有効な手段であれば、

農政と一緒になって国への手続等をとってもら

うことがいいんじゃないかというふうに思いま

すので、これは質疑というよりも要望に近いこ

とですが、ぜひ検討していただきたい。

○十屋委員長 要望ということで。

○緒嶋委員 口蹄疫は終息に近づいておるとい

うことは大変ありがたいことでありますけど、

この前も言いましたけど、今後は環境問題をど

ううまく処理していくかというのが大きな課題

になってくると思うんです。その中で環境森林

部が中心的な役割を担うということになると思

うんですけれども、今のところ、ある程度近隣

住民の不安とか不満を解消するということにつ

いては、今やっておる対応で十分なわけですか。

これで地域の皆さん方の納得というか、理解は

得られるのかどうかというのが懸念されるわけ

です。特に今後梅雨が明けて気温が上がれば、

悪臭の面で相当影響が出てくるんじゃないかと

いう気がしてならんわけですけれども、そのあ

たりはどのように考えておられるか。

○橋本環境管理課長 おっしゃるとおり、悪臭

につきましては、これまで埋却地の多い川南町

や都農町などにおきまして、住民の方から悪臭

がするというような苦情等は来ているところで

ございます。それにつきましては、先ほど説明

にありましたとおり、今のところは、消石灰や

覆土などによりまして悪臭はおさまっていると

いうことでございますが、今、委員のほうから

お話ありましたとおり、今後気温が高い状態の

中で、土の中に埋まっております家畜が腐敗す

ることによって別の悪臭が生じてくるのではな

いかという懸念がされるところでございます。

我が国といたしましては、これだけ多くの家畜

を土の中に埋めるということはこれまで例のな

かったことでございますので、果たして悪臭が

どのような時期にどのような規模でと申しま

しょうか、どのような範囲において発生するの

かどうか、それについては今のところまだ予測

がつかない状況でございます。県としましては、

悪臭の専門家の方や国等とも相談いたしまして、

どのような対策を講じたらいいのかということ

を、今後悪臭が発生した場合には相談しながら

対応していきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 悪臭対策は、基本的に県がやるか

市町村がやるか、私は責任は国にあると思うん

ですが、当事者としては県がやるべきなのか、

市町村がやるべきなのか。当事者としてはどこ

が中心でやるべきなんですか。

○橋本環境管理課長 悪臭対策はどこが責任を

持つかということでございますが、これにつき

ましては、私どもとしては、先生おっしゃいま

したように国がというふうに今のところは考え

ているところでございます。ただ、国のほうか

ら予算がどの程度出していただけるのかという

ことが現段階ではわかっておりませんので、そ

れにつきましては要望を行っていきたいと思い

ますし、当面、場合によりましては、県と市町

とで分担することもあり得るのかなというふう



- 6 -

に考えているところでございます。

○緒嶋委員 ことしだけで終わることではなく、

数年間こういう問題は続くだろうと思うわけで

す。耕作するにしても３～４年は耕作地として

利用できないということであれば、今後、口蹄

疫がいつまたこういうふうに発生するかわから

んわけですが、そういう中では、すべての意味

が試行錯誤しながらモデル的なものをつくって

いかにゃいかんと思うんです。そうなると、や

はり市町村とも連携をとりながら、３カ月に１

回調査するということじゃなくて、適宜そうい

う対応をしながら住民の不満をできるだけ解消

していかなければ、再度口蹄疫が発生した場合

には、埋却地の選定そのものも困難をきわめる

んじゃないか。国有地とか県有地を提供します

といっても、それが本当に適当かどうか、また、

地理的、距離的な問題でどうにもならないとこ

ろが多いわけですので、すべての意味でやはり

地域住民の視点から物を見ながら対策を立てな

ければ、今後大変なことになる。そういうふう

な気がしますので、これについては十分そうい

うものを判断しながら、県の指導力、また、国・

県・市町村の連携を十分図りながら、住民の不

満、また、環境に対するいろんな心配等がない

ように、万全の対策を立ててほしいということ

を要望しておきます。

○福田委員 おが粉の処理について大変御苦労

いただいたんですが、３番目の埋却地以外の利

用、エネルギー利用で1,300トン、かなり大きい

数量が出ているわけでありますが、これはコス

トを無視しての利用だったのかどうか、その辺

をお聞きしたいんです。

○小林みやざきスギ活用推進室長 ③に書いて

おりますリサイクル施設、鶏ふん発電所の施設

につきましては、おが粉や背板等を無料で引き

取っていただくというようなことになっており

ます。

○福田委員 ここで気づいたんですが、本県は

今ペレット化について一生懸命なんですが、も

ちろんペレットとして使う利用もたくさんある

と思いますが、私は、ペレットの先進の岡山あ

たりの工場を見ましたとき、自社工場では、ペ

レット化する前のおが粉状態で工場の燃料とし

て利用しておる。私は大変興味がありましたか

ら、工場の責任者や役員にお聞きしましたら、

ペレットにするとかなりコストが高くなると。

エネルギーとして、熱源として使うためには、

ペレット化する前の状態で使うほうが非常にコ

ストが安くて効率的にもいいと。問題は貯留タ

ンクですね、かさばりますから、貯留タンク等

をセットすれば、大変燃料効率のいい、コスト

の安い燃料になるということでした。残念なが

ら今、石油製品価格が下がりましたから、ペレッ

トに対する期待といいますか、需要が非常に細々

としたものになっていますね。いつの時代もエ

ネルギー転換というものは対石油コストの比較

で比べられますから、なかなかうまくいかない

んですが、本県は未来永劫に木材の生産地とし

て端材、のこくずが出てまいりますから、コス

トのかからない利用方法、しかも受け手でたく

さん利用できるハウス園芸地帯等ありますから、

その辺はもう一回農政と相談をして勉強しても

らいたいなと。農政にも何回か提言しました。

ペレットにして使う状態では、やはり対石油と

の価格競争、エネルギーのコストに負けるとい

うふうに考えていまして、ペレット以前で使え

ばかなり優位性が出てくるのではないかと。問

題はその貯留タンク、非常にかさばりますから、

そういう問題等があると思いますから、提言を

しておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○小林みやざきスギ活用推進室長 ただいま委

員から御指摘のありましたとおり、ペレットに

木材を加工する場合はコストがかかりますので、

Ｊ－ＰＯＷＥＲが小林にペレット施設をつくる

ものにつきましては、今後、発電された電力に

ついて固定買い取り制度といったようなことで、

ある程度高い価格で引き取っていただけるとい

うようなことを目指して取り組んでおりますの

で、それはそれで取り組んでまいりたいという

ふうに考えておりますが、一般発電所施設につ

きましては、木質のチップ等あまりコストのか

からないものでエネルギー利用していくという

ような方策を考えて取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

○福田委員 もう一点、直接きょうの資料には

関係ございませんが、エコクリーンの補強工事

が着々進んでいることに対しましては、地元と

しては大変心強く思っております。そこで、今

回の口蹄疫に関しまして、緊急避難的に内臓や

骨の処理を一時期お願いしたわけでありますが、

その結果、量的には、途中で出荷促進地域の出

荷が２回か３回でとまりましたから、効果のほ

どは余り出てきていないわけでありますが、ど

ういう状況であったか、その辺をお聞きしてお

きたいんです。

○福田循環社会推進課長 前回の委員会で御報

告しましたように、５月31日から内臓物等の残

渣の受け入れを開始しておりますが、内臓物が

入ってきたのは、６月10日を最後にしまして６

月11日以降は受け入れておりません。搬出され

てこなかったということですけれども、結果的

に全体の量としてはトータルで24トンぐらいの

残渣が入ってきております。以上であります。

○福田委員 そこで、エコクリーンが使えるこ

とが証明されたわけですね。将来こういう事態

が起こらないとも限りません。これは県と関係

市町村の共同施設でございますが、ぜひそのあ

たりについては対応を考えてもらいたいなと思

うんです。10数年前にイギリスでＢＳＥや口蹄

疫が発生したとき、ここに権藤委員がおられま

すが、調査に一緒に行ったんです。鶏ふん発電

所を変更して、構造を変えて、当時ＢＳＥで大

きな問題であった肉骨粉の処理をやっていまし

た。それは説明しなかったけれども、僕らは一

見してわかりました。家畜飼料に混入しておっ

た肉骨粉の処理を、鶏ふん処理をやめてやって

いるなと。そういうことを外国でもやっている

ようであります。私どもは畜産県でありますか

ら、いつでも対応できるような施設として考え

を固めていただきたいと、こういうふうに考え

ているわけでありますが、いかがですか。

○福田循環社会推進課長 今回の動物残渣の受

け入れもありましたし、以前は、鳥インフルの

ときの処分についてもエコクリーンプラザを利

用されております。受け入れに当たっては、施

設の能力の問題とか地元の皆さんの御理解とも

ろもろの問題がございます。この先、こういっ

た事態がないにこしたことはないんですけれど

も、可能性としてはございますので、そうなっ

たときに、施設としてでき得る限りの協力とい

うかそういうものができるように、そこは十分

に考えていきたいというふうに思っております。

○徳重委員 先ほど課長から、地元から悪臭と

かそういった苦情的なものは出ていないという

ことでしたが、そのように理解していいんです

か。

○橋本環境管理課長 悪臭の苦情につきまして

は、川南町、都農町等におきまして、住民の方

から数10件程度あるというふうに聞いておりま

す。あったということでございます。現在につ
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きましては、ないと、おさまったということで

ございます。

○徳重委員 なぜおさまったんですか。

○橋本環境管理課長 悪臭につきましては、ま

ず、埋却後数日程度で地中の牛や豚から血液等

の体液が地表に流れ出てきまして、それが腐敗

することによって悪臭が発生したというような

ことでございました。それにつきましては、消

石灰や覆土等によりまして対応いたしましたと

ころ、悪臭はおさまったということでございま

す。体液につきましては、その後、一時的に出

た例はありますが、時間の経過とともにそのよ

うな例はなくなったということで、したがいま

して悪臭も減ってきたということでございます。

○徳重委員 私は都城ですが、よく耳にするん

ですけど、都農、川南、10号線を通ると異様な

においがしますと、我々はすぐ感じますと。地

元の人は、自然体の中でといいますか、なれと

いうんでしょうか、そういったものもあるのか

なという気がするものですから、本当にそんな

に簡単におさまるものか、石灰をまいたぐらい

でおさまるものかなという気がするんです。そ

ういう声を聞いているんですけど、いかがでしょ

う。

○橋本環境管理課長 埋却地につきましては、

関係の市や町、それから県も一部行っておりま

すが、時々巡回という形で現状の確認をしてい

るところでございます。それによって悪臭が確

認されたところにつきましては、先ほど申した

ような対応をしているところでございます。

○徳重委員 実は、ある方が私のうちに相談に

来られたんです。埋却されている牛、豚を熱を

与えて炭化してしまうと。そういう実験という

か、可能ですといっておいでになった方がいらっ

しゃいまして、一応都城市のほうには紹介をし

たんです。600度ぐらいの熱を地中に送るんだそ

うです。それで炭化してしまうんだそうです。

においも出なくなると。ダイオキシンを中心と

した処理をしている企業だそうですけど、そう

いった話はないものかなと。頭数の多いところ

は別として、少ないところの埋却地なんかはそ

ういったものをやって処理していくという方法

もあるのかなと思ったんですが、そういう話は

聞いていらっしゃいませんか。電熱というよう

な言い方をされたと思っているんですけど、パ

イプを打ち込んでそこに熱を送り込む。600度ぐ

らいに上がるんだそうです。牛、豚が炭化して

しまうというような言い方をされておりました。

もちろんお金は要りません、試験的にやらせて

くださいということでおいでになったんでした

けど、ダイオキシンを処理する日本でも大きな

事業所だったと思っているんです。ほかに方法

は今のところ考えていらっしゃらないんですか。

埋却したそのままの状態でずっと置くという考

え方ですか、今の県の考え方。

○十屋委員長 どなたかお答えできますか。先

ほど言った施設なり技術を御存じなのかという

のと、今言われた対策を続行していかれるか。

この２点について。

○金丸環境森林課長 今、徳重委員がおっしゃっ

た話については、環境森林部としては伺ったこ

とはございません。埋却そのものにつきまして

は農政水産部のほうが中心となってやっており

まして、私どもの環境森林部の所管としまして

は、埋却後における環境対策、すなわち悪臭が

出た場合にどうするか、あるいは地下水が汚染

された場合にどうするか、そういったことを我々

としては受け持っているというふうに理解をし

ております。したがいまして、埋却された場所

についてそのままの状態にしておくかどうかに
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ついては、農政水産部のほうの所管になるとい

うふうに現時点では考えております。

○徳重委員 とにかく後に残らないようにとい

うか、できるだけ早くにおいがしないように、

おさまるようにいろいろ方法を考えて、農政の

ほうとも連携をとりながら、より確実な方法で

早くこれがおさまるような形をとってほしいな

と、このように思います。そういう話があった

ということで、もしよかったら、都城の農政部

長のほうには書類が一切渡してありますけど、

機会がありましたらお聞きになっていただくと

いいかなと思いましたので、あえて申し上げた

ところです。以上です。

○十屋委員長 要望ということで。ほかござい

ませんか。

○髙橋委員 おが粉の関係で一つ教えてくださ

い。おが粉供給量の表がありますけど、これは、

行き場を失ったおが粉の量が７月12日現在この

ぐらいあるという見方をしていいんですね。今

後、行き場を失ったおが粉というのはこれ以上

にまた出てくるという理解をすべきですよね。

それでいいんですね。

○小林みやざきスギ活用推進室長 こちらのお

が粉については、製材工場から発生するおが粉、

それから、製材工場で発生した背板を引き取っ

ておが粉を製造する会社がございますけれども、

そちらの両者から出たおが粉というふうになっ

ております。

○髙橋委員 口蹄疫の関係で西都・児湯は畜産

農家がゼロになっちゃった。行き場を失ったお

が粉がこれだけあるという理解をするんですよ

ね。

○小林みやざきスギ活用推進室長 そういう意

味では、先生がおっしゃるように、これ以上に

もしかしたら、③の処理をしたものも含めて滞

留したものが相当数に上っているというふうに

考えられると思います。

○髙橋委員 私、単純に足し算、引き算をして

納得していたんですけど、７月12日現在でトン

でいうと1,544トン相当出たのが、鶏ふん発電施

設に1,300トン供給したから、おおむねこれでと

んとんにいっちゃったなと。でも、下では合っ

ているから今後はないのかなと。そこまで今か

ら聞こうと思ったんですけど、その辺、私の理

解の仕方が悪ければもう一度お願いします。

○小林みやざきスギ活用推進室長 製材工場に

つきましては、丸い丸太を四角にひく際に必然

的におが粉が発生しますので、そちらのほうは

確かにこれからも滞留するおが粉がどんどん発

生してくるというふうに考えられます。それか

ら、背板のほうにつきましては、そのまま腐る

ものではございませんので、製材工場の中に背

板という形で滞留はされている。あるいはおが

粉生産業者が引き取ってその背板が工場内で滞

留をしているというような状況でございます。

○髙橋委員 詳しく説明をされることはいいん

ですけど、行き場を失ったおが粉というのは確

かにあるんですね。それがこの表なのかという

のが一つ。そして、今回鶏ふん発電施設に1,300

トン供給して、解消したのが1,300トンなわけで

すね。今後もこういう鶏ふん発電施設に供給で

きるのかどうか、受け入れはしてくれるのか。

してくれれば、行き場を失うものがなくなっちゃ

うから助かるわけですね。そういう理解をして

いいのかということです。

○徳永山村・木材振興課長 簡単に言いますと、

畜産の敷料の需要がなくなったものですから、

その分を埋却と鶏ふんのほうに回しましたと。

普通、まともであればこれが敷料として流れる

という状況です。ですから、畜産が復興するま
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では、児湯・日向地区においてはこれ程度の量

が余りますので、先ほど言いましたように、ス

トック場所等にきのうから、畜産が復興すると

きにおが粉の不足が生じるといけませんので、

一応ストックしておいてそのときには回せると

いうことで、委員おっしゃるように、敷料とし

て使えない分がこの量だというふうにざっと考

えているところであります。

○髙橋委員 わかりました。あと１点、埋却地

の関係で、先ほど責任問題をいろいろと質疑が

あった中で、国の責任であろうということで課

長から答弁があったんですが、もう一遍認識を

一致させたいんですけど、埋却した土地という

のは「公」の土地とか「私」の土地とかあるわ

けで、管理を直接しているのは農家ということ

で認識していいんですよね。ただ、管理費とし

ていろいろ補助をやっていますね。さきの６月

議会でも農政水産部でたしか計上したと思うん

ですけど、実際に管理をするのはあくまでも農

家ということでいいんでしょうか。

○橋本環境管理課長 埋却地の管理等につきま

しては、基本的には農政水産部のほうで所管さ

れておりますので、私のほうから正確な御説明

はできかねるところでございますが、家畜伝染

病予防法等におきましては、委員おっしゃるよ

うに、埋却地につきましては、基本的には農家

が自分で確保してそこに埋めるということに

なっておりますので、現状でいけば、埋却地を

用意した農家さん御自身が管理をされるという

ことになろうかと思います。

○髙橋委員 先ほど課長がおっしゃったのは、

環境対策をする上での費用面を含めた分は国に

責任があるということの答弁でよろしいですね。

わかりました。

○緒嶋委員 エコクリーンは、今48％進捗して

おるということでありますが、（３）の下水道放

流についても設計ができた。これは工事が進め

ばどれぐらいで完成するわけですか。

○福田循環社会推進課長 下水道放流の工事に

つきましては、着工から大体１年程度の工期で

完成をするというふうに聞いております。

○緒嶋委員 そうした場合に、今度は費用負担

の問題が出てくるわけですね。浸出水調整池の

費用負担と下水道放流工事に対する費用負担は

連動するわけですか。

○福田循環社会推進課長 調整池の補強工事に

ついては、県と関係市町村が折半で貸し付けと

いう形でお金を供出することにしております。

下水道工事については、今後、下水道工事着工

あるいは工事の進捗に支障がないように、これ

から県と関係市町村で協議をしていくというこ

とになっております。

○緒嶋委員 であれば、浸出水調整池の補強工

事は、エコクリーンが将来の営業収益の中から

費用は負担するということになるわけですか。

○福田循環社会推進課長 先ほど申し上げまし

たように、今は貸し付けという形で処理をして

おりますけれども、破損事故が起こった原因と

か責任によって、公社の責任であったり、ある

いは業者の責任であったり、もろもろあると思

います。最終的には、今、民事訴訟、民事裁判

を行っておりますので、この結果、そのあたり

が明らかになった時点で、それぞれ、公社が幾

ら、関係市町村が幾ら、業者がどのくらい負担

するかといったものが明らかになって、その割

合で負担することになると思います。

○緒嶋委員 これは裁判の進捗状況というか、

結論が出なければ全体が解決せんということで

すか。

○福田循環社会推進課長 費用について申し上
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げますと、そういうことになろうかと思います。

○緒嶋委員 それまでは関係する県、市町村で

一応貸し付けておくと。それは何年かかるかわ

からんということですね。

○福田循環社会推進課長 単年度で貸し付けを

回していくことにしておりまして、委員おっしゃ

るように、裁判できちんとした決着がついて責

任割合その他が明らかになるまでは貸し付けが

続いていくということになります。

○緒嶋委員 最高裁まで行けばしばらくはかか

りますね。それと下水道のほうの負担について

は、そうなるとこれは別になるわけですね。こ

れについては大体話はついているわけですか。

折半ということは……。

○福田循環社会推進課長 こちらについては、

先ほど申し上げましたように今後協議をすると

いうことで、関係の市町村が、今回の口蹄疫に

かかわる市町村の多数を占めておりましたので、

これまでなかなかそういう議論ができなかった

ということですので、27日に解消すれば、そこ

から本格的な議論をしていくということになり

ますが、その費用負担が池と同じように貸し付

けという形になるのか、あるいはまた違った負

担割合でいくのかということは、今後の市町村

との議論になろうかと思います。

○緒嶋委員 いずれにしましても、エコクリー

ンの問題はある程度のところでは結論を出して、

どこが責任を持って、県がどこまで関与しなきゃ

ならんのかということを含めて、体制の問題も

含めて、やはり県民の全体的な納得を得るよう

にしなきゃ、県の責任だ、エコクリーンプラザ

みやざきの責任だというなすりつけ、あるいは

市の責任だと、そういうことのないように、や

はり整理した形で持っていかなければ、何のた

めにこれをつくって、ある意味では産業廃棄物

というのは10％もないわけです。一般廃棄物は

市町村の責任だから、あくまでも市町村の、自

治体の責任ということを前面に出して解決して

いかなければ、県民全体から見たらおかしいん

じゃないかということになるし、産業廃棄物な

んかは、今はほかの業者がやろうと思えばやれ

るという時代でもあるわけですので、このあた

りの整理は早目にやるべきだというふうに思い

ます。このことについて部長はどう思いますか。

○吉瀬環境森林部長 おっしゃいますように、

エコクリーンプラザみやざきにつきましては、

体制の問題もあるということで、今年度、市町

村の協力もいただいて組織の改正等もやってお

ります。そういうことをやりながら、おっしゃ

るように、エコクリーンプラザみやざきの今後

のあり方につきましても協議をしていこうとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い

します。

○星原委員 まず、口蹄疫のほうを聞きます

が、27日に終息という形になるだろうと、その

ように期待をしておるところですが、終息した

後は、ここにありますように、環境汚染の対策

だろうと思うんです。そういう面で悪臭と地下

水が非常に懸念をされる。ここに地下水とある

んですが、埋却地周辺の井戸を掘って飲料に使っ

ているところがあるのか、どれだけの量がある

のかわかりませんが、とりあえずこの周辺にど

れだけの井戸水というのはあるものなんですか。

○橋本環境管理課長 埋却地周辺の井戸、その

利用状況につきましては、今のところ正確な数

につきまして把握していないところでございま

す。ただ、埋却地周辺の環境、地下水への影響

ということは考えられますことから、現在行っ

ておりますのは、埋却地周辺にあります井戸、

考え方といたしまして、埋却地１カ所につき周
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囲４カ所程度の井戸を選定いたしまして、その

井戸の状況を基本的に３カ月に１回程度水質調

査を行っていくということで考えております。

ただ、考え方といたしましては１カ所当たり４

ポイントということなんですけれども、川南町

等におきましてはかなり埋却地が集中してござ

いますので、そういったところでは、ある程度

固まった地域で周りの４カ所というような考え

方で現在井戸の選定を行いまして、既に相当数

の井戸におきましては１回目の調査は終わって

いるところでございます。今後３カ月に１回程

度の調査を継続して行うことで、最初の調査結

果との比較によりまして、埋却した家畜の影響

が出ているかどうかというところの確認を行っ

ていくということを考えております。

○星原委員 今の時点では埋却してそう時間が

たっていませんから、地下に５メーター前後の

ところまで掘られているわけですから、雨が降っ

てそこまで浸透していく。あるいは中の牛や豚

が腐敗をして液状のものが出だす。そういった

ものが地下水まで浸透していくまでの期間とい

うのはどれぐらいの想定をされているものなん

ですか。

○橋本環境管理課長 それにつきましては、例

えば粘土質的なものなのか、砂まじりのものな

のか、そういった土質によりましてもかなり差

があるかなというふうに考えております。ただ、

どれぐらいの期間を要すれば井戸への影響が見

られるのかということにつきましては、今のと

ころ私どもではちょっと予測がつかないような

状況でございます。

○星原委員 以前、10年前に宮崎で３カ所出ま

したね。そのときにそういう調査をしているの

かどうか。あるいは、北海道では700頭からあっ

て、地下水汚染はどういう調査の方法をされて、

今回のに生かそうとされているのか、そういう

検討というのはされたのか。

○橋本環境管理課長 10年前に本県で起きまし

たときの対応につきましては、私どもにはわか

らないところでございます。これは多分、資料

が残っていないということだと思います。北海

道のことにつきましても、北海道におきまして

は、かなり広大な農場の中に700頭前後の牛が埋

められたということでございまして、その農場

の所有地の中でということでございますので、

それにつきましても恐らく調査はされていない

ものと思います。

○星原委員 その辺のところをしっかり把握し

ていかないと、この１～２年ですぐ影響が出る

ということは多分ないだろうと思うんですね。

相当量の数が土中に埋められているわけですか

ら、将来、我々の子供たちや次の世代の連中に

影響があるのかどうか、そういうことをひっく

るめて、しっかりした何かの検査基準、方法は

あると思うんですね。ここに13項目を調査する

と項目的にはなっていますけど、そういったも

のをひっくるめてどういった調査をしていくの

がいいのか、今回そういうことまで検討をして、

地下水汚染というのはこれまでも農薬なんかの

汚染の問題も出ているわけでありますから、そ

ういうのとあわせて、今回のこういった形のも

ので影響が出るのか出ないのか。その辺の検査

の方法とか、どういった形でやっていくのか、

あるいはそういう地点の、決める場所によって

もそうだと思うんですが、そういうこともあわ

せて一回検討されたほうがいいのかなというふ

うに思うものですから、その辺についても今後

ぜひお願いをいたしたいというふうに思います。

○十屋委員長 ほかございませんか。

○権藤委員 今の件については私も同感で、マ
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スタープランを３年、５年というのをつくって

ほしいということを要望しておきたいと思いま

す。

○河野副委員長 エコクリーンプラザの訴訟問

題についてお尋ねしておきたいと思いますが、

これは６月定例議会の常任委員会のときにも説

明を受けたんですが、ことしの４月28日に訴訟

を起こされたと。私は、どうしても訴訟を起こ

すんだったら、補強工事が始まる前に提訴した

ほうがよかったんじゃないかと思っております

が、なぜことしの４月28日になったのか、お尋

ねしたいと思います。

○福田循環社会推進課長 損害賠償請求を起こ

すに当たっては、今回の設計業者あるいは施工

業者の瑕疵によって損害賠償を請求していくわ

けですけれども、そのために、まず一つは、実

際に今でき上がっている盛土の施工状況につい

て、改めてきちんと公社として調査をして訴え

る必要があったということ。さらに損害賠償の

金額についても、建設当時からこれまでいろん

な費用がかかっております。あるいは破損によっ

て新たに必要となった経費等もありますので、

そのあたりの積算というところを慎重に弁護士

さんと見きわめる必要があったことから、その

時間を要したということで４月28日の提訴とい

うことになっていると聞いております。

○河野副委員長 私は清武町なんですけれども、

清武町も入っておりますが、こういうことを言っ

ていいかどうか知りませんけど、これは前市長

のときに出てきた問題でございます。市長がか

わったから提訴した、訴訟を起こしたんじゃな

いかという感じもするわけです。なぜ前市長の

ときにできんかったかと。前市長にも責任が相

当あると私は思っておるんですが、それはなかっ

たんですね。

○福田循環社会推進課長 今、副委員長の御指

摘の分については私は存じておりませんが、先

ほど御説明しましたように、純粋に、非常に難

しい裁判ということですので、提訴に当たって

は、その前の準備として慎重な検討、損害額も

含めて、そういったものに時間を要したという

ふうに聞いております。

○河野副委員長 ちょっと考えると、市長がか

わったから訴訟を起こしたんだなというふうに

とられるわけなんですよ。これは大体わかって

おりますから、御存じでしょう、前市長の責任

というやつは。もうちょっと早くしてもらいた

かったですね。

○福田循環社会推進課長 先ほど申し上げたと

おりであります。

○十屋委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前11時０分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。本委

員会に付託されました議案等の説明をお願いい

たします。なお、委員の質疑は、執行部の説明

がすべて終了した後にお願いをいたします。

○髙島農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

まず、本日、永山農政水産部参事は、現在、

総務政策常任委員会に出席しておりまして、終

了次第、本委員会に駆けつけることになってお

りますので、御了解いただきたいと思います。



- 14 -

資料の説明に入ります前に、まず、７月２日

から３日にかけての集中豪雨により、都城市を

中心に被害を受けられました地域住民の方々に

お見舞いを申し上げます。

次に、口蹄疫に関する動きについて御報告い

たします。

県としましては、７月16日のワクチン接種区

域の制限解除に向けて、畜舎内のふん尿等の処

理や消毒対策に全力で取り組んできたところで

あります。しかしながら、国からは、薦田氏の

種雄牛を殺処分しない限り移動制限の解除は認

めないとの厳しい判断が示されたところであり

ます。このため、知事から薦田氏に対して殺処

分に応じていただくよう再考をお願いし、薦田

氏におかれましても、断腸の思いで苦渋の選択

をいただいたところであります。この結果、７

月18日午前零時に、児湯地域を中心とするワク

チン接種区域の移動制限のすべてが解除できた

ところでございます。県としましては、27日の

宮崎市の移動制限等の解除に向けて清浄化が図

られるよう、今後も、国や市町村など関係機関・

団体と連携して全力で防疫措置に取り組んでま

いる所存でございます。

なお、詳細につきましては、後ほど畜産課長

より説明をさせていただきます。

それでは、お手元の環境農林水産常任委員会

資料を１枚お開きいただきまして、説明項目を

ごらんいただきたいと思います。本日、農政水

産部からは、Ⅰの議会提出議案１件、Ⅱの委員

会報告事項として２つの項目を予定しておりま

す。

資料の１ページをごらんください。議案第１

号「平成22年度宮崎県一般会計補正予算（第６

号）」についてであります。今回の補正は、口蹄

疫に関する緊急対策に伴う補正でありますが、

防疫対策と経営支援のための補助金の経費を措

置したものでございます。補正額につきまして

は、平成22年度歳出予算課別集計表の中ほどの

列、一般会計の合計の欄にありますように、49

億6,847万9,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の予算額は、一般会計

で937億5,410万8,000円、特別会計を合わせた農

政水産部全体の補正後の予算額は、一番下にあ

りますとおり、941億9,021万9,000円となります。

なお、詳細につきましては、後ほど畜産課長

より説明をさせていただきます。

続きまして、委員会報告事項についてであり

ます。資料の４ページをごらんください。梅雨

前線集中豪雨による農業関係被害と口蹄疫に係

るスケジュール等について、後ほど関係課長か

ら説明をさせていただきます。

私からは以上でございます。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。畜産課

の補正予算について御説明をさせていただきま

す。

歳出予算説明資料の11ページをお開きくださ

い。畜産課の平成22年度７月補正予算額は、一

番上の行、一般会計で49億6,847万9,000円をお

願いしております。その結果、右から３列目の

補正後の額は596億8,420万6,000円となります。

財源内訳の欄のその他特定財源に繰入金２

億5,414万3,000円を計上しておりますが、これ

は緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用するこ

ととしておりまして、下の中ほど、新規事業の

ウの口蹄疫復興防疫支援対策事業１億5,624

万1,000円と、６月補正までの事業費に基金事業

を活用できることとなった9,790万2,000円とあ

わせて予算計上しているところでございます。

次に、常任委員会資料のほうに戻っていただ

きまして、２ページをお開きいただきたいと思
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います。

まず、口蹄疫緊急防疫対策事業についてでご

ざいます。口蹄疫発生件数の大幅な増加等に対

応するとともに、市町村の実施する防疫対策に

対する助成措置を講じるための経費を追加補正

するものでございます。２の事業の概要の（４）

事業内容にありますように、①の防護服等の衛

生資材や消毒剤、埋却費等の初動防疫対策とい

たしまして13億557万円、②のワクチンによる防

疫対策及び消毒ポイントの増設、市町村の実施

する消毒ポイントへの補助など蔓延防止対策と

いたしまして14億5,488万9,000円をお願いして

いるところでございます。また、③の口蹄疫復

興防疫支援対策事業として、緊急雇用創出事業

臨時特例基金を活用いたしまして、県の消毒ポ

イント等での作業従事者に失業者を採用し、再

発防止のための消毒の徹底と一時的雇用確保を

図ることといたしております。１億5,624万1,000

円をお願いしているところでございます。この

結果、29億1,670万円の補正となり、これまでの

対策費20億円と合わせまして、総額49億1,670万

円となります。

次に、３ページをごらんいただきたいと思い

ます。発生農家経営再建支援事業であります。

口蹄疫発生農家に対する経営支援のための家畜

評価額の５分の１相当につきましての補助金で、

殺処分した疑似患畜頭数の増加等に伴いまして、

当初積算いたしました予算額の不足分を追加補

正するものでございます。２の事業の概要の

（４）事業内容にありますように、牛が３万頭

の予定が３万7,963頭で7,963頭の増となり、18

億7,464万7,000円、豚が16万頭が17万2,862頭で

１万2,862頭の増となり、１億7,713万2,000円を

お願いしております。この結果、20億5,177

万9,000円の補正となり、これまでの対策費50億

円と合わせまして総額70億5,177万9,000円とな

ります。以上でございます。

○井上営農支援課長 営農支援課からは、梅雨

前線集中豪雨による農業関係被害のうち、農作

物等の被害につきまして報告させていただきま

す。

常任委員会資料４ページをお開きください。

本年７月２日から３日にかけましての集中豪雨

につきましては、観測地点によりましては時間

雨量が100ミリを上回るなど、北諸県を中心に、

西諸県、南那珂地域で水稲や葉たばこ等の農作

物、ハウスや暖房機等の施設・機械が豪雨によ

る被害を受けたところであります。

（１）作物ごとの被害の一番下、合計欄をご

らんください。７月20日現在の農作物等被害額

は２億300万円となっており、今後の調査により

ましてはさらにふえるものと考えております。

最も被害額が大きいのは水稲で、土砂流入によ

る普通期水稲の埋没等により、被害面積約180ヘ

クタール、被害額約１億4,320万円となっており

ます。これは被害額の全体の７割を占めるとい

うようなことになっております。工芸作物の被

害額がこれに次ぎ、冠水による葉たばこの倒伏

や葉の損傷等により、被害面積約30ヘクタール、

被害金額約2,210万円となっております。また、

野菜ではキュウリ、果樹ではマンゴー、家畜で

は養豚場などが冠水による被害を受けておりま

す。そのほか、ハウス施設等では園芸用のハウ

スが冠水し、自動開閉装置、暖房機が故障する

など2,730万円の被害となっております。

（２）の事後対応の状況についてであります

が、被害が大きかった普通期水稲では、可能な

範囲で土砂を取り除き、排水路を確保するとと

もに、病害虫の防除、生育にあわせた水管理や

追肥など、農業改良普及センターを通じてお願
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いしているところであります。

続きまして、お手元に配られておりますペー

パーですけれども、「梅雨前線集中豪雨による被

害写真」というのがございますが、これをごら

んいただきたいと思います。今回最も被害が大

きかった都城市の被害状況につきまして説明さ

せていただきます。写真①は普通期水稲での土

砂流入による被害であります。②は葉たばこの

冠水による被害状況になっております。③は雨

よけキュウリの冠水と土砂流入による被害、④

は養豚場の冠水による被害状況であります。

営農支援課からは以上であります。

○宮川農村整備課長 農村整備課でございます。

続きまして、農村整備課からは、同７月３日の

豪雨による農地及び農業用施設の被害状況等に

つきまして御報告いたします。

お手元の委員会資料の５ページの上のほうの

２番、（１）の農地等の被害の表をごらんいただ

きたいと思います。７月16日時点の取りまとめ

では、まず、上段の農地でございますけれども、

被害箇所につきましては211カ所、被害額が５

億3,960万円になり、被害が最も大きかったのは

都城市ということで、水田で151カ所、畑19カ所

となってございます。次に、その下の農業用施

設でございますけれども、219カ所で被害額が６

億1,070万円であり、最も被害が甚大だったのが

都城市ということで、頭首工１カ所、水路91カ

所、道路58カ所となってございます。３段目、

農業生産環境施設につきましては、１カ所で被

害額1,500万であり、これも都城市の集落排水施

設の被災ということになってございます。合計

で431カ所、被害額が11億6,530万となってござ

います。現在も継続して調査中でありまして、

今後さらに被害箇所がふえてくるものと思われ

ます。

今回の被災の状況例につきまして、別途お配

りしております先ほどのカラー写真をごらんい

ただきたいと思います。一番下の左側の写真で

すけれども、これは都城市庄内川沿いの水田の

被災状況の写真でございます。豪雨による洪水

発生で水田が水没したことで土砂が堆積いたし

まして大きな被害が発生いたしてございます。

その右の写真でございますけれども、これは小

林市の頭首工、いわゆる取水堰が崩壊した写真

でございます。頭首工の半分が流されるなど大

きな被害が生じているという状況でございます。

５ページに戻っていただきまして、今後の対

応でございますけれども、今後、被害状況を早

急に国に報告いたしまして、その後国の査定を

受けて復旧工事の実施ということになります。

ただし、二次災害のおそれがある場合等緊急を

要する箇所につきましては、査定前の応急工事

が可能でありますので、既に実施している段階

にあるというところでございます。また、当課

といたしましては、農業への影響が極力生じな

いよう、年度内にほとんどの復旧工事を終える

よう努めてまいりたいということでございます。

今後とも、地元農業者の意向も伺いながら、国

及び市町村とも連携し、早期復旧に努めてまい

りたいというふうに考えてございます。

それから、５ページの３番でございますけれ

ども、先ほどの農作物の被害と合わせました被

害額でございますけれども、トータルで13

億6,830万ということでございます。

以上で報告を終わります。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。常任委

員会資料の６ページをお開きください。口蹄疫

に係るスケジュール等について御説明いたしま

す。

高鍋町で種雄牛を飼養しております薦田氏に
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対しましては、口蹄疫特措法に基づきます殺処

分勧告書を交付しておりましたが、その後、薦

田氏から県への無償譲渡の申し出がありました

ので、県所有として管理することを国に要望し

てきたわけでございます。７月13日には知事が

山田農林水産大臣に種雄牛の取り扱いについて

要請を行いまして、県の考え方を説明いたしま

したが、この種雄牛が存在する限り制限は解除

しないということや、地方自治法に基づく是正

の措置を行うなど、厳しい回答があったところ

でございます。

こうした中、15日には知事が直接、薦田氏に

対しまして、殺処分に応じていただくよう再考

を要請したところであります。翌16日には、児

湯地域を中心としたワクチン接種区域での堆肥

等の封じ込め、清掃消毒の終了が確認されまし

たので、一部移動制限を解除したところでござ

います。また、同日、薦田氏が殺処分に応じら

れる意向を表明されまして、17日には種雄牛６

頭の殺処分が終了いたしましたので、翌18日の

午前零時にワクチン接種区域の全域で移動制限

を解除したところでございます。

次に、２の今後のスケジュールについてでご

ざいます。（１）の宮崎市跡江を中心とした区域

についてでありますが、清浄性確認検査につき

ましては、発生農場を中心とした半径３キロか

ら10キロ内の農場の目視検査を７月20日から23

日の予定で実施することといたしております。

なお、括弧書きにありますように、半径３キロ

以内の農場と疫学関連農場の抗体検査用の採材

につきましては７月20日までに終了いたしてお

りまして、現在、動物衛生研究所のほうに材料

を送ってございます。これらの結果で異常が認

められなければ同地域の移動制限は７月27日の

午前零時に解除することとなります。

（２）のワクチン接種区域につきましては、

現在、ウイルスの不活化を図るため、ふん尿等

の封じ込めを実施しておりますが、８月４日に

は封じ込め期間が42日となりますので、これ以

降は８月27日を目途に切り返しを行い、堆肥発

酵を促して中心温度を60度Ｃ以上に上げること

で、２段階でのウイルスの不活化を図ることと

しております。そして、このような一連の消毒

作業や堆肥化処理が終了いたしまして、口蹄疫

の防疫措置がすべて完了する８月27日に終息宣

言を出したいというふうに考えておるところで

ございます。

次に、別途お配りいたしておりますＡ４版の

１枚の資料をごらんいただきたいと思います。

県内の口蹄疫全戸調査の実施についてでござい

ます。

まず、１の目的でございますが、移動制限解

除後に県内すべての家畜の清浄性と、宮崎牛及

び県産豚が安全であることを県内外にアピール

するためのものでございます。日時につきまし

ては、明日７月22日から８月11日までとしてお

りますけれども、できるだけ早急に終了させた

いというふうに考えております。調査対象につ

きましては、直近の清浄性確認検査済みの農家

を除きます県内すべての牛と豚の農家、約7,700

戸が対象でございます。検査方法といたしまし

ては、臨床目視検査でございまして、豚につき

ましては、一部、管理獣医師等にも協力をお願

いいたしたいというふうに考えております。実

施計画につきましては、市町村で巡回計画を作

成後に、管轄の家保で日程調整をいたしまして

巡回したいというふうに考えております。班編

成につきましては、獣医師１名と案内者１名と

いたしまして、獣医師には、家畜保健所及びＮ

ＯＳＡＩあるいは開業獣医師等の協力を得ると
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いうこととしております。防護服、消毒等の防

疫資材につきましては、県が準備していきたい

というふうに考えております。以上でございま

す。

○十屋委員長 ありがとうございます。執行部

の説明が終了いたしました。まず、議案につい

てお伺いをしたいと思います。口蹄疫緊急防疫

対策事業、発生農家経営再建支援事業について

質疑はありませんか。

○緒嶋委員 口蹄疫緊急防疫対策事業、この数

字で補正をされたわけですが、市町村でそれぞ

れ防疫対策の事業をかなり、補正を今もしてお

られますが、全市町村のそういう基礎的なもの

のトータルとしてこういう数字が上がったのか

どうか、そのあたりはどうなっておるわけです

か。

○児玉畜産課長 防疫対策に係る費用につきま

しては、もちろん県のほうで手配したもの、あ

るいは市町村のほうで手配したもの等もござい

まして、特に市町村のほうにつきましては、消

毒ポイントに係る部分が大部分じゃないかとい

うふうに考えております。そういったもの等も

市町村から出していただきまして積み上げた数

字でございます。

○緒嶋委員 消毒ポイント等は継続するわけで

すので、この事業は今後まだ増額する可能性は

あるということですね。

○児玉畜産課長 このままいけば８月27日が終

息というふうに考えておりますので、そこまで

は消毒ポイント等も継続しなければならないだ

ろうと思っておりまして、そこまでは概算で出

しておる数字でございます。

○緒嶋委員 消毒ポイントを継続する必要があ

るということになれば、それ以降の費用はまた

このような形で補正があるわけですか。

○児玉畜産課長 終息宣言後の９月以降になろ

うかと思いますけれども、その後の経費につい

ては、今後国等とも協議をしていく必要があろ

うかというふうに考えております。

○緒嶋委員 ぜひ国の負担で対策事業が進むよ

うに今後とも努力していただきたいというふう

に思います。

発生農家経営再建支援事業、これは頭数がふ

えたということで増額になるのは当然のことで

ありますが、これは疑似患畜のほうで……。問

題は、ワクチン接種のほうの、家畜の評価を含

めて、補償はどういう形になるわけですか。

○児玉畜産課長 ワクチン接種畜につきまして

は、当初12万頭ほどのワクチン接種をしており

ますけれども、その後、疑似患畜になったもの

がかなりの部分おりまして、恐らく８万頭程度

がワクチンの対象になろうかと思いますが、そ

れにつきましては、特措法に基づく殺処分奨励

金が交付されるということになっております。

○緒嶋委員 結果として、制度は違っても家畜

の評価は変わらんわけですか。

○児玉畜産課長 家畜の評価の方法としては、

疑似患畜とワクチン畜とも全く同じ評価をして

いきます。

○福田委員 27日が待ち望まれるわけでありま

すが、今後、生産者は再開に向けてのことで頭

がいっぱいであろうと思うわけであります。き

のうの本会議で、71％の再開に向けての希望が

あったとお聞きをいたしましたが、これは牛と

豚、特に豚につきましては企業畜産が非常に多

いわけでありますが、この辺の分類をしますと

どういう数字になるんでしょうか。

○児玉畜産課長 今、数字を持ち合わせており

ませんので、後で答えさせていただきたいと思

います。
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○福田委員 そこで、再開支援に向かっての事

業は、ここに掲示されますとおり、比較的生産

者が、100％とはいかなくてもかなり満足される

域に達しておったんではなかろうかと、こうい

うふうに私は現場をずっと眺めて考えておるわ

けであります。そこで、こういう対策を次から

次に打っていくわけでありますが、本県の失わ

れた畜産を早期に回復させるための条件としま

して、まず、71％ですから３割近い方がおやめ

になる。年齢的な問題もあると思います。高齢

者の皆さん方がやっている頭数ですから、頭数

的にはそう大きい頭数ではないと思います。残っ

た中堅若手でこの数字を埋めていただきたいと。

そういう対策は考えておられると思いますが、

いかがですか。

○児玉畜産課長 意向調査の結果は７割程度が

再開したいと。そういう意向があるということ

は聞いてございますが、あとの３割の方の分を

中核的なところがいかに吸収していくかという

ことでございますけれども、今回、宮崎の畜産

経営の再建プロジェクトチームというのをつ

くっておりまして、県と市町村あるいは関係団

体の畜産のＯＢ等を活用いたしまして、今後の

経営計画とか、資金なり、あるいは補助事業等

の活用についての助言をしていくこととしてお

りますけれども、そういった中で適正な規模が

どの程度なのかといったようなことも含めて、

総合的な支援対策というものを打つ中で、これ

からやめていく方の頭数をどこまでその中で確

保できるのかといったようなことを再建計画の

中で検討していきたいというふうに考えており

ます。

○福田委員 私は、地元では、ぜひ中堅若手に

おやめになった方の分を肩代わりしてもらいた

いと、そういうふうにずっと要望して、指導も

しております。

それから、きのう本会議で質問の内容を聞い

ておりまして、非常に重要な質問も数々ありま

したが、特に飼養密度、これについての質問も

ございました。人間で言いますと人口密度です

ね。家畜の密度の高いところを分散するような

御意見もあったようでありますが、再開するに

当たって、私はやはりこの飼養密度、あるいは

畜舎の建設地の問題、これは今から国県の補助

をいただいてつくるリース物件の畜舎も注意す

る必要があると思います。私も、地元で今建設

中で低めにつくったところで、しまったと思っ

ているところがありますが、今回のことを考え

ますと比較的高いところにつくる必要がある。

この２つのことを考えておるんですが、飼養密

度の適正化、分散化は、非常に難しい問題です

ね、既存のところで再開する場合が多いですか

ら。特に養豚についての飼養密度の分散化とい

うのは、今回の発症事例を考えますと大変大事

な問題ではないかと考えるんですが、そのあた

りをどう専門家として農政水産部は受けとめて

おられるか、お聞きをしておきたいと思うんで

す。

○児玉畜産課長 委員の今おっしゃいました飼

養密度というのは非常に大切なことだと思って

おります。今回の口蹄疫の拡大がここまで進ん

だというのも、飼養密集地帯、密度も高かった

というようなことからここまで広がったという

のも一つの原因であろうというふうに考えてお

ります。児湯地域はまさにゼロからの再スター

トでございますので、適正な飼養環境、適正な

飼養密度による良好な飼養環境といったものを

つくっていくということは非常に大事だという

ふうに思っております。復興支援対策の中の畜

産再建チームの中でもそういった方向づけを議
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論しているようでございますので、そこ辺を十

分参考にさせていただいて、今後の児湯地域の

再建に向けて取り組んでいきたいというふうに

考えております。

○福田委員 今、市・町、場合によっては県も

入って、それぞれ関係農家の相談事業が開始さ

れておりまして、非常に丁寧にやっていただい

ているようでございます。内容を聞きますと、

生産者もいろいろお聞きをして今後の対策を考

えていただいているようであります。そこで、

金額の面でかなり大きい金額が個々農家に一時

的に入っていくわけです。でありますから、こ

の資金をもとに早急な再建策を練る必要がある

と思いますが、ややもしますと、過去の負債等

の充当の問題等も出てくるわけでございまして、

融資されている各金融機関につきましては、補

償金で過去の負債を相殺することを優先するの

ではなくて、まず再生に向かっての手助けをし

てほしいと。なにがしかの返済はなされると思

いますが、そういうふうに私としてはいろんな

ケースを頭に思い浮かべながら考えておるわけ

であります。なかなか難しい問題ではございま

すが、その辺まで踏み込んで行政あるいはＪＡ

を交えた相談に乗ってほしいと、こういうふう

に考えております。

○徳重委員 発生農家の経営再建ということで

心配しているところでありますが、県全体での

和牛の生産頭数、現状、総数はどれぐらいおっ

たんですか。生産牛としての頭数。

○児玉畜産課長 県内の繁殖雌牛の頭数は約10

万頭というふうに把握しております。

○徳重委員 今回、児湯地区を中心として殺処

分あるいはワクチン接種をして埋却したわけで

すが、その頭数はどれぐらいでしょう。

○児玉畜産課長 牛の頭数は、これは肉用牛と

酪農が含まれておりますけれども、約６万8,000

頭程度であったというふうに考えております。

これには子牛等も含まれておりますので、繁殖

雌牛だけを引き出しますと、その※半分程度では

ないかというふうに考えております。

○徳重委員 10万頭県全体でおった。そのうち

の３万頭ぐらいということになりますと、７万

頭ぐらいはまだ県内に生産牛が残っているわけ

ですね。競りにかけられる牛が年間大体10万頭

と見ていいんですか。

○児玉畜産課長 県内の子牛市場に出てくる牛

の数は７万頭強ということでありますが、これ

は繁殖雌牛が10万頭近くいたとしましても、受

胎率等が関係してきますので、生産率を８割程

度と見たときに、10万頭弱のもので７万数千頭

の子牛が出てくるというような数字になります。

はっきりした数字はちょっと言えませんけれど

も、３万頭程度の繁殖雌が淘汰されたというこ

とになりますと、７万頭ですから、６万頭弱、

５万頭から６万頭程度の子牛出荷頭数になって

いくというふうに考えております。

○徳重委員 ５～６万頭が県内で、日本一の宮

崎県でありますから、こういう優秀な牛が生産

されると想定できると思うんです。そうなりま

すと、児湯地区の再生の農家にこれを、できる

だけ県内に残すという考え方は基本的にないも

のですか。

○児玉畜産課長 今回競りが再開されましたら、

子牛価格の対策等いろいろ国の事業なり県の事

業をそろえておりますけれども、そういった中

で、児湯地域に優先的にそういった事業の配分

をいたしまして、そういった牛を導入させたい

というふうに考えておりまして、関係機関・団

体等ともそういったところは今後検討していき

※24ページ左段に訂正発言あり
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たいというふうに思っております。

○徳重委員 私、畜産関係者の皆さんから厳し

い意見を聞いたものですから。と申しますのも、

購買者の方々が全国からおいでになっていたん

だけど、宮崎県のこれからの競りについてはいっ

とき遠慮したいというようなことで、相当少な

くなるだろうと言われています。そして、高く

は買わないだろうということが言われているん

です。一つは、これから何年かは続くんじゃな

かろうか。というのは、種牛が残っているじゃ

ないかということがあるんだそうです。それで、

いっときは宮崎の競りは停滞していくだろう、

価格が相当下がるだろうというような予想を立

てていらっしゃったんです。そういうことを考

えますときに、まだ５～６万頭は県内で生産で

きるわけですから、それをここ２～３年のうち

に徹底して残してブランドにしていくべきだと、

こう考えておりますので、ぜひそういう方向で

努力をいただきたいと思います。

それともう一つ、疑似患畜なり、あるいは殺

処分をしたところについてはちゃんと補償され

ていくわけですが、一般の皆さん方ですね、出

荷もできない、養うだけというような形で、生

活に困っていらっしゃる方がいらっしゃるわけ

です。収入が全くない、畜産専門だというよう

なことで。それに対する何かあるんですか、手

当てというか支援というのは。

○児玉畜産課長 出荷遅延対策等につきまして

は、子牛あるいは肉牛等にもそろえております。

国のほうの事業としても競り再開後の子牛価格

の対策とかありまして、県のほうでも県単事業

でそういったものをつくっておりますので、国

の事業と県の事業をあわせまして対応していき

たいというふうに考えております。また、移動

制限なり搬出制限にかかった肥育牛につきまし

ても、国の事業で肥育期間の延長期間分の１日

当たりの飼養管理代を手当てするといったもの

もございますし、あるいはまた枝肉が540キロを

超すようなものにつきましては、２万1,000円

だったと思いますけれども、そういったものも

準備されております。また、国のほうに対しま

しては、出荷遅延で肉質が低下したものについ

ては、その分の補てんはないのかというような

ことで要望はしておるところでございます。

○徳重委員 結局まだ出荷もできない状態で、

私が言いたいのは、生活に困っていらっしゃる

方がかなりおるという話です。これを支援とい

う形、生活支援というか、何か方法はないもの

でしょうか。

○児玉畜産課長 第２次補正だったと思います

が、生活支援のための資金の融通をするように

しておりまして、制限区域にかかった農家ある

いはそれ以外の農家ということで分けて、無利

子の資金を融通するような生活支援資金は準備

してございます。

○権藤委員 常任委員会資料の２ページなんで

すが、②のところのワクチン防疫対策、消毒ポ

イントの増設ということがあるんですが、現計

というのは４次までなのかと思いますが、丸い

数字ではなくて中身を、現計と補正の数等につ

いて御説明をお願いしたいと思います。

○児玉畜産課長 すみません。今、ちょっと声

が小さくて聞こえなかったんですけれども、も

う一度……。

○十屋委員長 現計予算の中身について詳しく

御説明くださいと。

○権藤委員 現計と補正。

○児玉畜産課長 蔓延防止対策の現計と補正の

内容ということでございますが、ワクチンによ

る防疫対策及び消毒ポイントの増設ということ
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でございまして、消毒ポイントにつきましては、

消毒薬の配付ですとか、あるいは動力噴霧器な

り発電機、そういったものでございます。それ

から防疫対策といたしましては、家畜防疫員の

旅費ですとか、捕定員、それから、防疫等に要

する衛生資材、防護服でありますとかゴーグル

でありますとか、埋却に関する費用、掘削機械

でありますとか、運搬車のリース料、そういっ

たようなものが含まれております。

○権藤委員 それは項目をずっと言っているだ

けで、全然わからんじゃないですか。大枠とし

ては、ワクチンによる防疫対策が14億なら14億

の中の幾らあります、消毒ポイントは何百カ所

から何百カ所にふやしましたと、そういう概略

的な説明でいいんですよ。

○十屋委員長 今すぐ御答弁できなければ後に

回しますけれども。今できますか。後でいいで

すか。その間整理をしていただきまして、ほか

の質問で権藤委員、お願いいたします。

○権藤委員 これも関連するのかもしれません

が、市町村への補助９億円ということでありま

すが、これについては、例えば市町村は負担は

ゼロになるのか、あるいは市町村負担は一部残っ

て、何かルールづけで９億円が市町村に分配さ

れて補助していくのか。そういうルールがある

のかどうかです。

○児玉畜産課長 市町村の消毒ポイント等への

補助の９億円につきましては、消費安全対策交

付金を予定しておりまして、これは２分の１で

ございますが、県をスルーして市町村に行くと。

その残りの２分の１につきましては、市町村特

交で対応するような方向で今、国のほうで検討

が進められておるというふうに聞いております。

○権藤委員 ただいまの説明ですと、市町村の

負担は原則的にはなくなるであろうというふう

に理解してよろしいんですね。

○児玉畜産課長 市町村特交が満額行くという

ことになれば、市町村の負担はなくなるという

ことになろうかと思います。

○権藤委員 ③の雇用創出事業でありますが、

これについては、失業している人たちの消毒等

への活用ということでありますが、これ以外に

も例えば警備会社から人を派遣した、何という

んでしょうか、この基金を使わない防疫対策の

費用とかそういうものはあるんですよね。

○児玉畜産課長 今おっしゃったとおり、これ

以外にも、この基金を使わないで警備会社とか

そういったところに委託したものはございます。

○十屋委員長 先ほどの質問の御答弁はできま

すか。

○岩﨑家畜防疫対策監 まず、ワクチンによる

防疫対策費でございますけれども、現計としま

して５億、補正が３億4,960万でございます。補

正後の額が８億4,960万となってございます。そ

れから、蔓延防止対策の県の消毒ポイントでご

ざいますけれども、現計予算５億340万、補正額

が４億2,920万、補正後の額が９億5,260万となっ

てございます。市町村消毒ポイントにつきまし

ては補正額９億ということでございます。

○髙橋委員 防疫対策事業で、確認の意味でお

尋ねするわけですけど、先ほど説明があったと

おり、終息宣言が８月27日ということで予定と

して説明がありました。これまでは防疫を間違

いなくしますよということで、それにかかる費

用が今回の補正で賄えますという認識をしてい

いでしょうか。それがまず１点。

○児玉畜産課長 ８月27日に終息宣言をいたし

たいというふうに思っておりますが、これまで

にかかる費用が一応これで間に合うだろうとい

うふうに考えております。
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○髙橋委員 もう一つお尋ねしたいのは、今の

防疫体制でいくかどうかというのをもうちょっ

と。お聞きしたいのは、７月27日が移動制限区

域の解除になっていますね、きのうの一般質問

の中の答弁でもたしかあったと思うんですけれ

ども、県営の消毒ポイントとか市町村の自主消

毒ポイントがあります。この段階でそういった

ところの見直しはあるということの理解をして

いたほうがいいんですね。

○児玉畜産課長 ７月17日時点で約350ほどの消

毒ポイントを設置しておりますが、宮崎市を中

心とした制限が外れる７月27日まではこの数で

いきたいというふうに思っております。それ以

降につきましては、県の消毒ポイントと市町村

が設置しております自主的な消毒ポイントの役

割や配置等を検討しながら、整理をしていきた

いというふうに考えておりまして、８月27日ま

では整理をしながら消毒ポイントは設置してい

きたいというふうに考えております。

○髙橋委員 わかりました。７月27日も一つの

ポイントになりますね。ここで今の県営の消毒

ポイントを見直すこともあり得るということで。

だとすれば、８月27日までを見通しているこの

補正予算というのは、ひょっとしたら不用分が

出るかもしれない……。その理解もしていいん

でしょうか。自主消毒ポイントというのは市町

村負担になるわけでしょう。そのこともちょっ

と整理をしておきたいと思います。

○児玉畜産課長 一応そういった計画でやって

おりまして、そこ辺まで見込んだ今回の補正と

いうことで御理解をお願いいたします。

○髙橋委員 もう一点。るる出ていますが、次

の再建支援事業で徳重委員もしきりに訴えてい

らっしゃいましたが、口蹄疫発生農家に対する

経営支援の中身は、きのうの一般質問の答弁の

中でも手厚い内容だというふうに私も実は聞い

ています。ただ、発生農家以外の畜産農家、徳

重委員も訴えられました、市場が開催されても

売れない、売れても安くたたかれる、こんなこ

とが予想される。ただ、一方では、説明があっ

たように、出荷遅延対策で何らかの支援はして

いるんだが、しかし、その内容はいかがなもの

かということが今、議論になりつつあると思う

んです。いろいろと国に要望していくんだとい

うこともおっしゃっていましたが、そこのとこ

ろが今からかなり出てくる。畜産農家以外のと

ころを言えば切りがありませんよ。観光産業と

か、いわゆる、義援金は行かない、手厚い支援

はまだ具体的にないということもあって、不満

が今からそういうところは出てくると思うんで

す。答弁ができるかどうかわかりませんが、感

染農家以外の対策が、一方で今後の一つの課題

であるということもぜひ認識をしていただきた

いと思っています。

関連で、きのうの一般質問の中で、117億円の

特交の関係です。けさ新聞で具体的に50億と67

億と出たものですから、きのうの答弁で私は聞

いてなかったなと思いながら、委員会にたまた

まお見えになったからちょうどよかったんです

が、50億は特交で何とか見てもらえるだろうと

いう記事だったと思うんです。その根拠があれ

ば教えていただきたいんです。50億と67億。きょ

う新聞で報道があった数字。

○永山農政水産部参事 総務部所管でございま

すので、私も明確ではありませんが、一般財源

を崩したものが117億、今回の補正予算で特交と

して、地方交付税として歳入に入れたものが50

億ということで、その差の67億が今のところ県

の出だしになるのではということできのう答弁

をさせていただいております。特交で全部を見
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るよということをこれまでもおっしゃっていた

だいていますので、今後どれだけ特別交付税で

見ていただけるかということについては、引き

続き国への要望活動を続けていくということが

必要なのだというふうに思っております。

○髙橋委員 済みません、きのう私、聞き漏ら

したんですね。50億と67億の仕分けの根拠を聞

きたいわけで、案分でこういうふうな数字が出

たとか。特交の総枠は1,200億ですか、その中で

配分されたときの案分でおおむねこんな数字だ

よということなのか、また別に何か根拠がある

のか、そこをちょっと聞きたいと思います。

○十屋委員長 髙橋委員、ちょっと議題から外

れて総務部所管に、たまたま参事が見えていま

すからお答えできますが、そちらに行っていま

すので、そこあたりは後ほどお聞きいただくと

ありがたい。時間も押してまいりましたので。

ほかありませんか。

それでは、報告事項につきましては……。

○児玉畜産課長 先ほど徳重委員から、６

万8,000頭殺処分した中に繁殖雌牛がどのくらい

いるのかというような御質問がございました。

私、半分程度と答弁いたしましたけれども、約

２万5,000頭というふうに訂正させていただきた

いと思います。

○十屋委員長 よろしいでしょうか。それでは、

その他の報告事項について御質疑ありますか。

○緒嶋委員 終息宣言を８月27日予定をしてお

るということでありますが、きょう畜産関係の

会合を開いて、競り市をいつするか協議がある

ということでありますが、今のところ、終息宣

言ができなければ競り市は開始されないという

ふうに理解していいのかどうか、そこあたりは

どういうふうになるわけですか。

○児玉畜産課長 私どもといたしましては、競

り市再開の考え方といたしまして、まず、移動

制限が外れること、ワクチン地域のふん尿の封

じ込め等が終わること、終息宣言をした後とい

うふうに考えておりますけれども、そういった

考え方を、きょうの午後にあります市場開設者

を入れた会議の中で提案をして、検討をしてい

ただきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 ５月からずっとみんな待っておる

のは、値段は別にして、早く市場に出して畜舎

を回転させてほしいという希望は物すごく強い

んですね。１年以上を過ぎる牛もおるわけです。

また次が生まれておる。そういうことになると

畜舎の管理そのものもできないと。きょうどう

なるかわかりませんが、お盆過ぎぐらいから、

それこそ児湯から離れた高千穂とか南那珂とか、

そういう関係がないところからでも競り市を始

めなければ、牛を養っておる人の立場で物を考

えていかなけりゃいかん面もあると。それと、

購買者が少ないということ、価格が安くなると

いうのは、これはある意味ではいたし方ない。

しかし、前に進むことをしなきゃどうにもなら

なくなる。そういうことを考えれば、私は、お

盆過ぎぐらいから何とかならんのかなという気

がしますし、購買者には、こちらに赴任してい

ただく人の旅費ぐらいは出すと。牛を飼ったら

その半額を補助しますと。おいでにならなけれ

ば牛を買わんわけだから、こちらに購買に来る

人に補助金を出すというか旅費を負担して、何

が何でも購買者を呼ぶ。そして、買ったら搬送

費まで負担しますというような形にしなきゃ、

来るか来んかわからん。買う人が来るように仕

向けなきゃどうにもならんわけです。そういう

努力をすることによってできるだけ競り市を、

そして１日の競り頭数をふやすということで、

競りの正常化をどうするかということを今後は
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考えていかなければ……。いずれにしても価格

が安くなるから大変だということはわかってお

るけど、それはそれとして対策は当然とらにゃ

いかんけど、そういう視点から考えていかなけ

りゃ皆さん方はパニック状態、限界に来ておる。

種つけが何とか始まったからいいんですが、そ

のあたりの思いというのをもうちょっと強く認

識してもらいたいというふうに私は思います。27

日からといっても、９月からということですよ

ね。そうなると大変なことじゃないか。１年４

カ月ぐらいの牛が競りに出るということであれ

ば、肉質が悪くなるのは当然でありますが、安

くてもいい、早く競りを開いてくれという畜産

農家の思いが強いという気がするんですけど、

このあたりの認識はどうですか。

○児玉畜産課長 今、委員の言われましたこと

を十分考慮した上で、午後の開設者等との会議

に臨んでいきたいというふうに考えております。

○権藤委員 きょうもらった資料の全戸検査の

実施、（２）のところに班編成と書いてあるんで

すが、班は何班ぐらいつくるわけですか。

○岩﨑家畜防疫対策監 班数の具体的な状況は

まだ把握していないんですけれども、１班で多

いときに１日に20戸ぐらいは回りたいというこ

とで、今後検討していきたいと思います。7,700

戸で、豚については直接、管理獣医師さんのほ

うで見ていただいて報告していただくというこ

とで、基本的には、肉用牛農家を中心に全戸全

頭の目視検査を実施したいというふうに考えて

おります。

○権藤委員 この１班で対応できるという理解

でよろしいんですね。

○岩﨑家畜防疫対策監 １班は獣医が１名と案

内人が１名、２名で、１班で多いときには１日

に20戸ぐらいを巡回したいということです。で

すから、班数としては相当な獣医の動員が必要

になってきます。短期間で実施することにして

いますので、班数としては、この7,700のその日

数で、１日当たりの１班の巡回の戸数を割って

班数を出すという形で整理しています。

○権藤委員 １班でこれができるんですか、そ

れとも例えば10班でやるんですかということを

聞いているんです。おおむねでいいんですよ。

○岩﨑家畜防疫対策監 非常に大ざっぱな数字

でいきますと、例えば都城市で約20班から30班

程度の班数で対応したいというふうに考えてい

ます。

○髙橋委員 今の関連でお尋ねですけど、競り

の開始の時期、隣県の鹿児島の状況ですね、例

えば曽於の家畜市場、この辺の状況を把握され

ていれば教えてください。

○児玉畜産課長 隣県の競りの状況であります

けれども、鹿児島は島のほうから先にやってお

りまして、27日から本土のほうでやるというこ

とになってございます。それから、熊本がこの13

日から15日にかけて実施しております。大分

が11・12日というような形で実施しておるよう

でございます。

○髙橋委員 十分認識されているとは思うんで

すが、鹿児島がまだ開いていないのに宮崎がと

いうことにならんと私は思っていたものですか

ら、一応確認のために。緒嶋委員がおっしゃっ

たように、できるだけ早い時期をにらんで競り

市が始まるようにお願いしたいと思います。

○十屋委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。執行部の皆様はお疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩
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午後１時13分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。議案第１号に

ついて、原案のとおり可決することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号については原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。

次に、先日御相談させていただきました委員

会発議の意見書案についてであります。委員会

発議として意見書案を提出することについては

全会一致の決定が必要でありますので、お諮り

をいたします。

口蹄疫からの復興支援等を国に求めることに

ついて、委員会発議として意見書案を提出する

ことについて御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、意見書案の内容につ

いて委員の皆様の御意見をお伺いいたしたいと

思います。

ここで暫時休憩いたします。

午後１時14分休憩

午後１時22分再開

○十屋委員長 委員会を再開します。

お諮りいたします。意見書案の内容につきま

しては、先ほどから出ております簡易検査キッ

トの件、財政的な国の全額負担を強く求める件、

そしてなおかつ、間接的な被害農家に対しての

十分な救済措置、この３点をつけ加えることで

当委員会の発議とすることに御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 御異議ございませんので、その

ように決定をいたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

項目として特に御要望はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時23分休憩

午後１時26分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくということで御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

ここで暫時休憩いたします。

午後１時26分休憩

午後１時29分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

次に、県外調査についてでありますが、県外

調査につきましては、10月13日から15日にかけ

て、関西方面など口蹄疫に関する調査等につい

て実施することといたしたいと思います。詳細

については正副委員長に御一任いただくことで

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、具体的な行程等につきましては後日御

連絡いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

そのほか何かございませんでしょうか。

暫時休憩します。

午後１時29分休憩
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午後１時35分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

そのほか何もありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 以上で委員会を終了いたします。

委員の皆様大変お疲れさまでした。

午後１時35分閉会




